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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

浄水器協会（JWPA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を

改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格で

ある。これによって，JIS S 3201:2017 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出，日本工業標準調査会の審議等の手続は，不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第 9 条により，産業標準化法第 12 条第 1 項の申出，日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 
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家庭用浄水器試験方法 

Testing methods for household water purifiers 

 

1 適用範囲 

この規格は，主に家庭で使用する浄水器（以下，浄水器という。）のろ過流量， 小動水圧，回収率，除

去性能，ろ過能力などの試験方法について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計－第 1 部：ブルドン管圧力計 

JIS B 8302 ポンプ吐出し量測定方法 

JIS K 0125 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法 

JIS K 8563 硝酸鉛（II）（試薬） 

JIS S 3242 家庭用逆浸透膜浄水器 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

浄水器 

活性炭，精密ろ過膜，逆浸透膜などのろ材を用いて水道水中の溶存物質などを減少させる機能をもつ水

処理器具。 

3.2 

水 

水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 4 条に基づく水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101

号）に適合する水。 

注記 水質基準は逐次改正されるので， 新の省令を参照する。 

3.3 

溶液 

原水の調製に用いる各除去対象物質の溶液。 

3.4 

原水 

一定の条件に調製した浄水器に通水するための水。 


